
長嶺小学校

2023年 度:PTA総会

議案書

))

とき  令和 5年 4月 21日 (金)18:00～19:00

(長嶺小学校HP 4月 17日 より掲載 )

ところ 地域連携室

ご意見のある方は総会当日に地域連携室にお越しいただくか、ネット環境より

「意見書インターネット版」にて送信ください。

尚、ご提出のない場合は、賛成いただいたと判断させていただきます。

意見書提出期限 : 令和 5年 4月 21日 (金)17時 30分
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第 1号議案

令和4年度 会務報告

(2022年 度 )

5日 (月 )

6日 (火 )

7日 (水 )

8日 (木 )

16日 (金)

校内童話お話大会予選会

市PTA役 員会

第 2国市単 P事務担当者連絡会

定例役員会

第 2回 PTA運 営委員会

※毎週金曜 日 ブックメイ トタイム

※毎週月曜日 花キューピット

※各月程度  ベルマーク

※各学年の学年集会の日程はそれぞれの学年で決定する。

※広報委員会 PTA新 聞「てぃ―らかんかん」発行

令和 4年 (2022年 )

4月

5日 (火)市 PTA役 員会

8日 (金)赴任式・始業式

11日 (月 )入学式

14日 (木)定例役員会

22日 (金)長嶺小学校 PTA総 会 (紙面総会 )

29日 (金)休 日授業参観・拡大運営委員会 (ヨ ロナ禍にて中止)

5月

10日 (火)市 PTA役 員会

12日 (木)定例役員会

14日 (土)市 PTA連 合会定期総会

20日 (金)第 1回 PTA運 営委員会 (コ ロナ禍にて中止 )

21日 (土)地区PTA連 合会定期総会

6月

7日 (火)市 PTA役 員会

9日 (本)定例役員会

15日 (水)第 1回市単P事務担当者連絡会

26日 (日 )PTA清掃作業①

7月

5日 (火)市 PTA役 員会

7日 (木)定例役員会

14日 (本)長嶺つ子祭実行委員会 1回 目 (コ ロナ禍にて中止 )

8月

2日 (火)市 P役員会

25日 (木)～ 27日 (土)日 本PTA研究大会

9月



10月

4日

6日

12日

16日

17日

21日

30日

(火)市 PTA役 員会

(木)定例役員会

(水)島尻地区童話・意見発表会

(日 )PTA清 掃作業②

(月 )島尻地区童話・意見発表会

(金)糸満地区陸上競技大会 (役員のサポー ト)

(日 )運動会

11月

1日 (火)市 PTA役 員会

8日 (火)地区童話 。お話・意見決勝大会

10日 (木)定例役員会

20日 (日 )長嶺つ子祭 り

19日 (土)島尻地区PTA研 究大会 (南風原 。与那原)

12月

1日

2日

11日

17日

18日

22日

(木)定例役員会

(金)役員会及び市 P連懇親会

(日 )学習発表会

(土)九州 PTA研 究大会 (沖縄)

(日 )九州PTA研 究大会 (沖縄)

(本)県童話お話大会

2023年
1月

10日 (火)市 PTA役 員会

12日 (木)定例役員会

15日 (日 )5学年 レク実施

グッジョブとみぐすく☆わくわくワーク

22日 (日 )6学年レク実施

26日 (木)授業参観・校内学力推進報告会

2月

4日

7日

9日

15日

16日

19日

26日

(土)4学年レク実施

(火)市 PTA役 員会

(本)定例役員会

(水)単 P事務担当連絡会

(木)第 3回 PTA運 営委員会

(日 )2学年 レク、 3学年 レク実施

(日 )PTA清掃作業③



3月

7日 (火 )

9日 (木 )

10日 (金 )

17日 (金 )

22日 (水 )

市PTA役 員会

定例役員会

ブックメイ トタイム

卒業式

修了式、離任式

最終日

PTA主催教職員送別会開催 (コ ロナ禍にて中止)



第 2号 議案

令和 04年度決算

・祭 り収益

考

預金利息・過年度PTA会費、リサイクル販売 他

井 摘

124_963

529.000

28_811

0

(

677.774

令細 04年度決算額

2.482.000

23.811

1,496a
1_059_595

0

3_69α369

令釉 04年度予算機

1953_000

0

0

1_059595

0

8_012595

I成令

越金

kり もE入

整収入

□

1

刊

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

3

4

革示日誼習試師代 陸ヽ上用スパイク

入卒盛花・卒―輪花・ヨサージュ3万

島尻地区P違・豊見城市P運

十三祝い縄助含む・ギフト代

生花、造花 季ヽ節品費 他

定例・運営・拡大運営 等

記金・親智会等、参加費

巨ユ秘検診補助 他

謳再国天め流用可。祭り準備金含む
部 今 紳 智 会 繕 寺◆

議師代・ギフト文具代

PTA新闇用紙・印刷費・デザイン料 他

安全会、会員対象個人情報漏洩保証制虚

‡題盪会/年 1回

電話料 ,郵便切手

喜と行割・各学年お世話係・各専門委 員長

PTA枠整 用鼻 _お薬・築子 他

PTA室用メタルラック・資材 等

本、修継受 他

識師代・ギフト文具代

議節Ⅲモ・ギフト支量代

謹師代・ギフト文具代

香典 (2名 )

支量・ョピー用紙・インク代 他

ギフト文具代

‡室 :島係餃み物等 他

地区陸上大会選手サ木生卜他

PTA研究大会 旅書・参加鶴 他

持肉奮話お話大会重営脅 参ヽ加雪国喜カード

吾勘用備品・講師茶菓子 他

歓抑会/養男u会

寄報会計手 当

各丈奈在轟脅・PTAttEとによる研修勉強会等

備  岩蟄 競

一

1.460

323

30,000

41

482

G.540

▲ 100.370

3.628

7.970

1.648

2.570

8787
▲ 14_05G

2.375

19_537

21

▲ 46_480

1.38G

20_000

10,000

▲ 98.505

▲ 37.632

▲ 8156
▲ 2.599

▲ 1.800

▲ 3900
▲ 8_347

▲ 12.880

65_925

47,217

20.000

17_760

9.457

18_708

22.000

0

780

1ヽ_022

一

250370
6_372

64,030

248.217

218.540

29.G77

0

266.142

693.430

2.996.939

1.213

164.056

17_625

463

19,979

29,955

413,750

19518
73,460

38.156

32.599

31800
33.900

53.347

42_880

イ

254.073

18_352

2_430

45.543

1.404.292

181.000

840.000

79.220

88,978

196480
8.614

0

10,000

900.506

232,682

令H104年 産集堂趨

1_482_075

77,783

0

32.240

―

一

3012_59

150.000

10.000

72.000

280.000

220.000

3α000

30,000

275000
20.000

5,000

10_000

150000
2α000

20.000

20.000

30.000

332.000

2α000

80硼

20000

302伽
195.000

30.000

3a000
30000
30.000

45.(剛

3α000

=

125.000

20_000

50000
55,000

1_423.000

203000
840_000

80.000

100.000

150.000

100〔 l(l

20.000
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1.543.000
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◆
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2
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令和 04年度 長嶺小学校劇険会計監査報告書

令和 04年度 長嶺小学校P¬険会計監査の結果(こつして、次のとおり報告します。

1.監査の日時

令和 」年 と1月  8日 (芽_) 8 時 00分 ～

2.監査の結果

現金出納帳、科目別出納帳、証拠書類につして監査をわ た結果、

各帳簿とも正確に処理され、決算書は正確に表示されていることを融 ました。

3.決算の概要

収入決算額 ¥3′690′ 369

支出決算額 ¥2′996′939

差し引き残高
¥693′430

ゝ

周年記念事業積立金残高

(貯金利子含む)

¥1,375,660

令和 ご 年  井 月 ′ 日 (上 )

監  事 θ泳徒

て

み
ん

と
Ａ昭来ジ良監  事

畿



第3号議案

令和 5年度 会務計画 (案 )

(2023年 度 )

令不日5年 (2023年 )

4月

4日 (火)市 PTA役 員会

10日 (月 )赴任式・始業式

11日 (火)入学式、

13日 (木)定例役員会

21日 (金)長嶺小学校 PTA総 会 (紙面総会 )

5月

(火)市 PTA役 員会

(木)定例役員会

(土)市 PTA連 合会定期総会

(日 )休 日授業参観・拡大運営委員会

(土)地区PTA連 合会定期総会

(金)第 1回 PTA運 営委員会

6月

6日 (火)市 PTA役 員会

8日 (木)定例役員会

14日 (水)第 1回市単 P事務担当者連絡会

28日 (水)授業参観 日

7月

TA清掃作業①

PTA役 員会

例役員会

嶺つ子祭実行委員会 1回 目

8月

9月

日 (火)市 PTA役 員会

日 (木)定例役員会

日 (水)第 2回市単 P事務担当者連絡会

日 (金)第 2回 PTA運 営委員会

日 (金)授業参観 日

※隔週金曜 日 ブックメイ トタイム

※毎週月曜日 花キューピット

※隔月程度 ベルマーク

※各学年の学年集会の日程はそれぞれの学年で決定する。

※広報委員会 PTA新聞「てい一らかんかん」発行

9日

11日
13日
14日
20日
26日

5

7

13
15
22

Ｐ

市

定

長

土

火

木

木

日

日

日

日

１

４

６

３１

1日 (火)市 P役員会

3日 (木)定例役員会

13日 (金)長嶺つ子祭 り実行委員会 2回 目

日 (金)～ 日 (土)日 本 PTA研 究大会 (広島大会)



日

日

日

日

日

日

月

３

５

５

０

８

９

０

　

　

１

２

２

２

１

(火)市 PTA役 員会

(木)定例役員会

(日 )PTA清 掃作業②

(金 )糸満地区陸上競技大会 (役員のサポー ト)

(土)～ 29日 (日 )九州PTA研 究大会 (佐賀大会 )

(日 )運動会

11月
2日 (木 )

7日 (火 )

7日 (火 )

9日 (木 )

18日 (土 )

17日
21日

長嶺つ子まつり実行委員会②

市PTA役員会

地区童話・お話・意見決勝大会

定例役員会

島尻地区PTA研究大会

グッジョブとみぐすく☆わくわくワーク

日

日

月

１

８

２１

日

日

(金)島尻地区小学校音楽発表会

(金)役員会及び市 P連懇親会

沖縄県童話・お話 。意見発表大会

(日 )学習発表会

(木)長嶺つ子まつ り実行委員会③

2024年
1月

9日 (火)市 PTA役 員会

11日 (木)定例役員会

14日 (水)第 3回豊見城市単 P事務担当者連絡会

(土)～ (日 )豊見城市生涯学習フェスティバル

21日 (日 )長嶺つ子まつ り

25日 (木)授業参観 日

14日 (水 )

市PTA役 員会

新 1年保護者説明会

定例役員会

単 P事務担当連絡会

16日 (本)第 3回 PTA運営委員会

25日 (日 )PTA清掃作業③

3月

5日 (火)市 PTA役 員会

7日 (木)定例役員会

8日 (金)PTA活 動おつかれさん会

21日 (木)卒業式

22日 (金)修了式、離任式

月

６

８

2

火

木



第 4号 議案

令和 05年度予算 (案 )

令和 (4年度手軍患 | 備  考

ol預金利息・過年度PTA会賢、他

1_953.00011手6,O00円 X 350 世帝 X O.93

ol長嶺つ子祭り収益

1.059.5951

61

3,012,5951

令和 os年臨弔重縞

1953_000

0

0

69■430
0

2.646.430

科

雑収入

祭 り収 ヌ

1

1

1

1

2

項

1

1

1

1

1

祠

1

2

3

4

ノ番典

,他

,む )

・

=3

レク活動費(十二祝い編助1

運動会PTA種 目景品受 I

騒1室退 係 餃赤 物 作ヽ 糞 用星 |

騰 肉書藍 ム`無 美奈■ 営■ _学年代 豪者 へ国各 募 他

PTA作実用具受、飲み物 I

書記会計手当

パソコン監入 他

備  考

数 獅会

送男ll会

一

0

0
-62000
50,000

C

0

0

-414,165

-10,000

0

0

5.000

0
-5_000

-15,000

28,000

0

0

40,000

0

153.000

0

0

0

0

0

0

0

125,000

0

-25,000

…10,000

-40000

30000
-5,000

…80.000

0

0

0

0
-80_000

0

0

増 滅

-105.000

―

一

220.000

30,000

30.000

3,012.595

20,000

80嗣

一 150_000

10.000

72.000

280,000

30,000

125,000

lSO.000

20.000

20.000

30.000

S_000

20000

10.0∞

20,000

332,000

55.000

80.000

100_000

150.000

101000

20.000

20,000

652_000

195.000

30000
30,000

30.000

30_000

45.000

令月ュo4儀 虐 手重斑

1_548.000

125.000

20.000

50.000

一

1,423,000

203.000

840_000

翌
2.646430

40_000

150.000

10.000

10_000

50.000

280.000

220.000

30.000

30,00

18,430

10_000

20_000

30,000

10000

20.000

5.000

5.001

360.000

20.000

80嗣

20.000

805,000
195.000

eαm
30.000

30.000

30.000

45.000

30.000

250.000

150.000

100,000

10_000

10000

30.000

50.000

1,343.000

203_000

840.000

80.000

100.000

70.000

10.000

20_000

令莉 OS年度予算目

1,443嗣

ゝ
ヨ

目増

1

3

3

4

ト

マーク

ユ

,

7

4

2

6

1

2

3

2

6

7

3

数

1

3

1

2

1

7

8



第 5号議案

2023年 度 新役員  (案 )

備 考

保護者

教頭

保護者

保護者

卒業生保護者

教務主任

教職員

保護者

保護者

保護者

保護者

保護者

保護者

卒業生保護者

校長

保護者

氏 名

嶺島 沙貴

末吉 松祥

具志堅 荘一

安里 利江子

我喜屋 賢

久高 友弥

神谷 優作
嶺井 龍也
金城 一樹

西田 早都紀

比嘉 京子

仲盛 長由

比嘉 友梨子

福地 健

島尻 千明

上原 美紀

平良 真也

前田 長敬
員榮田 義彦

役職名

PTA会長

PTA副会長

PTA副会長

PTAttu会長

PTA副会長

事務局長

総務

総務

総務

総務

総務

総務

総務

書記・会計

顧間

会計監査・監事



第 6号議案

各自保管

*総会承認後、規約改正があるまでは各自保管用とする。

長嶺小学校PTA規約

第 1条 名称及び事務所

本会は、長嶺小学校 PTAと 称 し、事務所を長嶺小学校におく。

第 2条 目 的

本会は、次の目的を基本に活動を行 う。

(1)本会は、学校・家庭・地域の協力により、児童の幸せな成長を図ることを目的とする。

(2)本会は、児童の校外における生活指導及び地域における教育環境の改善・充実に努め、児童

の健全な成長を図ることを目的とする。

第 3条 方 針

本会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従つて活動を行 う。

(1)児童の教育並びに福祉の為に活動 し、他の団体及び機関と協力する。

(2)特定の政党や宗教に偏ることなく、また営利を目的とするような行為は行わない。

(3)本会並びに役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦 しない。

第 4条 活 動

本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行 う。

(1)家庭と学校 と連携を密にし、児童を指導する。

(2)児童の生活環境をよくする。

(3)学校の教育条件の向上に努める。

(4)会員の知識、教養及び教育の向上に努める。

(5)その他、本会の目的達成の為に、必要な活動を行 う。

第 5条 会 員

本会は、次の対象を会員とする。

(1)長嶺小学校に在籍する児童の保護者。

(2)長嶺小学校に勤務する常勤職員。

(3)会費は月額 500円 とし、会計に収めるものとする。転入による月途中入会の場合、当該月

の会費は発生しない。

(4)会員が要保護・準要保護世帯または特別な事情がある場合は、申請を行い、会費を免除する

ことができる。

(5)転校などにより退会される場合、保護者の申請によつて、返金手続きを行 う。

(6)子 どもたちのために協力可能な卒業生保護者または地域の協力者は準会員として迎え入れる

ことができる。また、準会員の会費はPTA活動の際、保険適用の為PTA予 算より捻出す

るものとする。

案



第 6条 会員の権利 と義務

本会は、次の権利 と義務を有する。

(1)会員は、すべて同等の権利と義務を有する。

(2)会員は、すべての運営について質問し、意見を述べることができる。

(3)会員は、すべてのこの会の活動に積極的に参加するものとする。

(4)会員は、性別 。年齢・社会的 。経済的・地位・その他いかなる形においても差別される

ことはない。

第 7条 役 員

本会は、次の役員をおき、執行部と名乗る。

(1)会長 1名 、冨1会長 4名 (P3名 、Tl名 )以下、事務局長 1名 (Tl名 )、

総務 9名 (P8名 、Tl名 )以下、書記 1名 、監事 2嘉 とした体制とする。

(2)こ の会に、顧問をおくことができる。

(3)役員の経験などを踏まえ、卒業生保護者または地域の協力者を役員として迎え入れること

ができる。

第 8条 役員の任務

各役員は、次の任務を意識 して行 う。

(1)会長は、会の代表として会をまとめ、総会と組織運営に必要な会を招集する。

(2)会長は、執行部の意見を取りまとめ、最終判断及び決定することができる。

(3)副会長は、会長を補佐 し、不在の場合には、その職務を代行する。

(4)副会長は、各委員会のサポー トを行い、委員会活動がスムーズに行えるよう仲介または連絡

調整を行 う。

(3)監事は、会長の求めに応 じ、又は臨時に会計監査を行 う。

(4)事務局長は、PTAに 関わる会の会務を取 りまとめ、PTA活動に支障がないよう学校側と

調整を行 う。

(5)事務局長は、事務局として、会に携わる記録や書類、備品等を管理する。

(6)書記・会計は、次の職務を行 う。

① 総会にて決定した予算に基づき事務局長を補佐 し、一切の会計事務を処理する。

② 事務局長または会長の指示に従つて本会の庶務を行 う。

③ 事務局長の指示のもと、記録 。通信 。その他の書類管理を行 う。

④ 会長が必要とする場合には、諸会議へ参加する。

(7)会長は、顧問を委嘱する。

(8)総務は、執行部が担 うPTA活動を主体的に行 う。

第 9条 役員の任期及び選出

本会は、次の役員の任期を定め、選出方法を行 う。

(1)正副会長、総務、監事の任期は 2年 とし、専門委員会の任期は 1年 とする。

ただし、再選をさまたげない。

(2)役員に欠員を生じた時は、役員会にて補充し、任期を前任者の残任期間とする。

ただし、半数以上の補充があつてはならない。

(3)役員は、総会において選出する。

(4)書記 。会計は、役員会において選出し、会長はこれを委嘱する。

(5)役員会は、監事 2名 を推薦 し、会長がこれを委嘱する。



第 10条 専門委員会

本会は、次の専門委員会をおく。

(1)広報委員会

(2)ベルマーク委員会

(3)ブ ックメイ ト委員会

(4)花キューピット

第 11条 PTA活 動と役割分担

本会は、次のPTA活動を基本とし、学校・地域と協力して児童の成長を図る。各活動では、

必要に応 じて会員を集め、児童のため、学校のためになるような企画を考えることができる。

(1)学年活動 (執行部 )

児童が楽しめるイベン トを計画実行するとともに、普段触れ合 う機会の少ない

保護者同士が親睦を深め、保護者 と児童が一体となって思い出を作る。

(2)広報活動 (広報委員会)

会員に対して情報の伝達、PTA新 聞の発行、その他の広報活動を行 う。

(3)ベルマーク活動 (ベルマーク委員会)

定期的にベルマーク収集活動を行い、学校の教育環境を整える手伝いを行 う。

(4)ブ ックメイ ト活動 (ブ ックメイ ト委員会)

児童への読み聞かせを通 して脳 と心の発達、すなわち情操教育の向上を行 う。

(5)花キューピット活動 (花 キューピット委員会)

四季を感 じられる花や小物や展示物を学校へ飾 り、視覚を通 して情操教育の向上を行 う。

(6)校外指導活動 (執行部)

児童の校外生活指導及びイベン トにおける児童たちの安全を守る活動を行 う。

(7)環境整備活動 (執行部)

教育環境の整備、児童の学習環境の充実を考える活動を行 う。

(8)家庭教育活動 (執行都)

教育における知識向上及び会員相互の資質向上に向けた活動を行 う。

(9)保健体育活動 (執行部)

児童の保健衛生を考え、体育活動を充実するための活動を行 う。

第 12条 地域連携

本会は、保護者 。学校・地域の強力な連携体制を目指すために、自治会や PTAの OBo① Gヘ

協力を依頼することができる。また、地域のイベン トがあれば協力を惜 しまない。

第 13条 総 会

本会は、次の定義のもと総会と位置付ける。

(1)総会は、本会の最高機関であつて全会員で構成する。

(2)総会は、会員多数の出席で成立し、決議は出席者の過半数の同意を得なければならない。

(3)総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は年 1回 5月 中までに開催する。

(4)臨時総会は、全会員の 1割以上の要請があつた場合、会長が認めた場合、会長が招集する。

(5)総会は、活動報告・決算報告の認定、活動計画・予算審議、役員の選出、その他重要議題

について審議する。



第 14条 組林哉運営

本会は、組織運営のため、次の定義を位置づける。

(1)定例役員会

執行部にて構成され、原則毎月開催する。但し、総務は担 う役割によつて毎月参加ではない。

(2)運営委員会

執行部、専門委員会委員長、各学年主任にて構成され、年 3回開催する。

(3)拡大運営委員会

会員すべてで構成され、年 1回開催する。

第 15条 経 理

(1)こ の会の活動に要する経費は、会費 (月 額 500円 )及び寄付金、その他の収入をもつて

これに充てる。

2 会費は、指定日までに会計へ納入する。

3 この会の会計年度は、 4月 1日 に始まり、翌年 3月 31日 に終わる。

4 この会の決算は、監事による会計監査を経て総会にて報告し、承認されなければならない。

5 この経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。

6)会費未納の会員に対しては随時必要な対応を行 う。

帳簿及び備品 (保管期間)*事務局保管

1)PTA規 約綴 ≪5年≫ *己交正の無 き場合 は、最新の規約 を保管用 とす るぃ

2)会計書類 (会計簿・会費徴収簿・領収書綴 り・予算、

3)諸会合記録簿 ≪2年≫

4)寄付者名簿 ≪ 1年≫

5)会員名簿 ≪5年≫

6)PTA関 係資料綴 り ≪ 2年≫

7)歴代役員名簿 ≪11年≫

8)そ の他 PTA活 動記録簿 ≪ 5年 ≫

9)そ の他必要書類

決算書) ≪ 3年≫

(10)備品 (別途記載 )

第 17条 規約の改正

規約の改正は、総会において審議 し、出席会員の 3分の 2以上の承認を得て決議する。

第 18条 規約の始動

この規約は、令和 5 年 4 月 21 日から実施する。

第 19条 慶弔・褒賞規定

本会の慶弔・褒賞に関しては、別に規定を設ける。

条16第

▼
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令和 4年度～

比較資料 「現規約」

各自保管

*総会承認後、規約改正があるまでは各自保管用とする。

長嶺小学校 PTA規 約

第一章

第 1条 名称及び事務所

本会は、長嶺小学校 PTAと 称 し、事務所を長嶺小学校におく。

第 2条 目 的

(1)本会は、学校・家庭 `地域の協力により、児童の幸せな成長を図ることを

目的とする。

(2)本会は、児童の校外における生活指導及び地域における教育環境の改善・

充実に努め、児童の健全な成長を図ることを目的とする。

第 3条 方 針

本会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従つて活動を行 う。

(1)児童の教育並びに福祉の為に活動 し、他の団体及び機関と協力する。

(2)特定の政党や宗教に偏ることなく、また営利を目的とするような行為は行わない。

(3)本会並びに役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦 しない。

第 4条 活 動

本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行 う。

(1)家庭と学校と連携を密にし、児童を指導する。

(2)児童の生活環境をよくする。

(3)学校の教育条件の向上に努める。

(4)会員の知識、教養及び教育の向上に努める。

(5)そ の他、本会の目的達成の為に、必要な活動を行 う。

第 5条 会 員

(1)長嶺小学校に在籍する児童の保護者

(2)長嶺小学校に勤務する職員

第 6条 会員の権利 と義務

(1)会員は、すべて同等の権利 と義務を有する。

(2)会員は、すべての運営について質問し、意見を述べることができる。

(3)会員は、すべてのこの会の活動に積極的に参加するものとする。

(4)会員は、性別 。年齢・社会的 。経済的 。地位 。その他いかなる形においても差別される

ことはない。

第 7条 役 員

この会に次の役員をおく。

(1)会長 1名 、副会長 4名 、事務局長 1名 、総務 (P3名 、Tl名 )、 書記 1名 、監事 2名

(2)こ の会に、顧問をおくことができる。



第 8条 役員の任期及び選出

(1)正副会長、総務、監事の任期は 2年とし、専門部の任期は 1年 とする。ただし、再選を

さまたげない。

(2)役員に欠員を生じた時は、役員会にて補充し、任期を前任者の残任期間とする。ただし、

半数以上の補充があつてはならない。

(3)役員は、総会において選出する。

(4)書記会計は、役員会において選出し、会長はこれを委嘱する。

(5)役員会は、監事 2名 を推薦 し、会長がこれを委嘱する。

第 9条 役員の任務

(1)会長は、会の代表として会をまとめ、総会・運営委員会 。その他部会を招集する。

(2)副会長は、会長を補佐 し会長に事故ある時には、その職務を代行する。

(3)監事は、会長の求めに応 じ、又は随時に会計監査を行 う。

(4)事務局長は、会務に係る事務を処理する。

(5)書記 。会計は、次の職務を行 う。

① 総会にて決定した予算に基づき事務局長を補佐し、一切の会計事務を処理する。

② 会長の指示に従つて本会の庶務を行う。

③ 記録・通信 。その他の書類管理を行う。

④ 会長が必要とする場合には、諸会議へ参加する。

第 10条 学年委員お世話係

本会に各学年委員お世話係をおき、各学年委員お世話係は、学年・学級 PTA集会において選出する。

第 ■ 条 専門委員会

本会に次の専門委員会をおく。

①ベルマーク ②保健体育 ③家庭教育 ④広報 ⑤環境整備 ⑥校外指導

⑦ブックメイ ト ③花キューピット

第 12条 委員会の組織と任務

(1)ベルマークは、収集活動を行い、学校の教育環境を整える。

(2)保健体育は、保健衛生・体育 (ス ポーン大会)に関する研究及び改善に努める。

(3)家庭教育は、会員相互の資質の向上を図る。

(4)広報は、会員に対して情報の伝達、PTA新聞の発行、その他の広報活動を行 う。

(5)環境整備は、教育環境の整備、児童の学習環境の充実に努める。

(6)校外指導は、児童の校外生活指導を実施、及び学校 。地域と連携し安全の確保に努める。

(7)ブ ックメイ トは、読み聞かせを通して脳と心の発達、すなわち情操教育の向上に努める。

(8)花キューピットは、四季を感じられる花や小物を飾 り、視覚を通し情操教育の向上に努める。

第 13条 本会は、各宇に支部をおき、支部長は各自治会長又は子ども育成会会長をもつて充てる。

但し該当しない地域は東部 PTAを組織し、支部長を充てる。

第 14条 総 会

(1)総会は、本会の最高機関であつて全会員で構成する。

(2)総会は、会員多数の出席で成立し、決議は出席者の過半数の同意を得なければならない。

(3)総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は年 1回 5月 中までに開催する。

ただし、不涙1の事態においてはその限りではない。

(4)臨時総会は、全会員の 1割以上の要請があつた場合、会長が認めた場合、会長が招集する。

(5)総会は、活動報告・決算報告の認定、活動計画・予算審議、役員の選出、その他重要議題

について審議する。



第 15条 組織運営 (総会から総会までの間は、次の期間によつて運営する。)

(1)役員会は、会長、副会長、事務局長、総務、書記、顧間にて構成される。

(2)運営委員会は、会長、副会長、事務局長、総務、書記、顧問、学年委員お世話係、

専門正副委員長、学年主任にて構成される。

第 16条 経 理

(1)こ の会の活動に要する経費は、会費 (月 額 500円 )及び寄付金、その他の収入をもつて

これに充てる。

(2)会費は、指定日までに会計へ納入する。

(3)こ の会の会計年度は、 4月 1日 に始まり、翌年 3月 31日 に終わる。

(4)こ の会の決算は、監事による会計監査を経て総会にて報告し、承認されなければならない。

(5)こ の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。

(6)会費未納の会員に対 しては随時必要な対応を行 う。

第 17条 帳簿及び備品 (保管期間)*事務局保管

(1)PTA規約綴 ≪ 5年≫ ■改正の無き場合は、帯謡に塑れと園肇巴堂るェ

(2)会計書類 (会計簿 。会費徴収簿・領収書綴 り。予算、決算書) 《3年≫

(3)諸会合記録簿 ≪ 2年≫

(4)寄付者名簿 ≪ 1年≫

(5)会員名簿 ≪7年≫

(6)PTA関係資料綴 り ≪2年≫

(7)歴代役員名簿 ≪10年≫

(8)そ の他 PTA活動記録簿 《5年≫

(9)そ の他必要書類

(10)備品 (別途記載 )

第 18条 規約の改正

規約の改正は、総会において審議 し、出席会員の 3分の 2以上の承認を得て決議する。

第 19条 規約の始動

この規約は、令和 4 年 4 月 22 日から実施する。

第 20条 慶弔・褒賞規定

本会の慶弔・褒賞に関しては、別に規定を設ける。

4月 18日 か ら一部改正 して実施する。

4月 14日 から一部改正 して実施す る。

4月 25日 か ら一部改正 して実施する。

4月 24日 から一部改正 して実施す る。

4月 23日 か ら一部改正 して実施す る。

4月 22日 か ら一部改正 して実施す る。

4月 21日 か ら一部改正 し、実施する。

附則 この規約は、

この規約は、

この規約は、

この規約は、

この規約は、

この規約は、

この規約は、

工の想約 |ま 、

平成 16年

平成 18年

平成 20年

平成 21年

平成 22年

平成 28年

平成 29年

令 和  2年  4月 1 7日 か ら 同 日より実施亀



参考資料 長嶺小学校 PTA慶 弔規定

第 1章 適用範囲

第 1条 この規定は、本会会則第 2 章 1 条の規定に基づき、本会の会員、その家族 (1親等)

及び本校発展に寄与した者に対し適用する。

第 2章 慶弔

第 1条

第 2条

第 3条

第 4条

次の場合は、五千円の香料をおくる。

(1) 本会の会員、及び本校の児童が死亡した場合。

(2) 本会の運営委員、及び本校職員の 1 親等内の者が死亡した場合。

本会の会員、及び本校の職員が、火災や天災にあつた場合は、見舞金として五千円を送るものと

する。

本校発展の為に顕著な功績のある者が死亡した場合は、香料として五千円をおくる。

次の場合は、五千円の祝儀を送る。

(1)豊見城市内小学校 。中学校の記念祝賀会参加の場合。

本規定により難 しいときは、運営委員会の判断によつて執行することができる。

本規定の執行には、会長、又はその代理者があたる。

則 )

本規定は、平成 20年の総会で報告し、承認を受けた時点からその効力を生ずる。

本規定は、平成 20 年 4 月 25 日に改正し 4 月 25 日より施工する。

第

第

条

条

５

　

６

(附
(1)

(2)

ゝ τ

( 第 2 章 附 則 ) *総 会議案書内文

第 1条 本会の慶弔 。褒賞 。(派遣費)に関しては、別は規定を設ける。



参考資料

長嶺小学校PTA褒賞規定

第 1章 適用範囲

第 1条 本規定は、本会の目的遂行の為に尽力 した事に対して、表彰を行 うことについて規定し、以て

会活動のよリー層の充実発展に寄与することを目的とする。

又、この規定は、本会会則 第 2 章 1 条 の規定に基づく。

第 2章 被表彰者選考と表彰

第 1条

第 2条

第 3条

第 4条

被表彰者は、会員の中から次の掲げる事項の他、本会活動の充実発展、学校教育の充実発展の

為に顕著な功績を残し、運営委員会で推薦され、承認された者とする。

①運営 ②青少年健全育成及び生活指導等の活動 ③専門活動 ④研修活動

⑤学年 。学級活動 ⑥地域連携 ⑦その他

表彰は、表彰状授与とし、又は感謝状及び記念品を贈呈する。

表彰は、本校 PTA総会にて行うことを原則とする。

選考委員会は、会長 。副会長 。事務局長、その他会長が必要と認める者をもつて構成する。

則 )

本規定は、平成 20年の総会で報告し、承認を受けた時点からその効力を生ずる。

本規定は、平成  20 年  4 月  25  日イこ改正 し 4 月  25  日よ り施 工す る。

(附
(1)

(2)

( 第 2 章 附 則 ) *総 会議案書内文

第 1条 本会の慶弔・褒賞 。(派遣費)に関しては、別規定を設ける。


